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〈図１〉職員の構成　職員数２，８２３人　　　　（２００７年４月１日現在）

（注）①一般行政職とは他の職種に属さないすべての職員（事務・技術等）
　　　②税務職とは税務部の職員及び市民部国保年金課の保険税担当職員
　　　③福祉職とは保育園等の保育士及び学童保育に勤務する児童厚生員
　　　④医療職とは市民病院等に勤務する医師、看護師、薬剤師等 
　　　⑤技能労務職とは自動車運転手、用務員、作業員、給食調理員等
　　　⑥教育公務員とは学校教育部指導課に勤務する指導主事
　　　⑦職員数は「地方公務員給与実態調査」による
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町田市職員の給与・定数管理の

状況についてお知らせします
お問い合わせは、職員課（11７２２・３１１１内線２２８１、6７２４・１１７４）へ。

〈表１〉一般行政職の級別職員数の状況　　　　（２００７年４月１日現在）

計
１級２級３級４級５級６級７級８級区　　　分

係員主任係長・
主査

課長
補佐主幹課長・

副参事部長標準的な職務

１，４８６
（２３人）１７人３６０人４５５人

（２３人）４３５人３０人６１人８８人４０人職　員　数

（注）①町田市職員の初任給・昇格
及び昇給等の基準に関する規
則に基づく給料表の級区分に
よる職員数です。②標準的な
職務内容とは、それぞれの級
に該当する代表的な職名で
す。③（　　）内は、再任用
短時間勤務職員であり、外数
です。

１級　係員�
１．２％�

２級�
係員�
２４．２％�

３級�
主任�
３０．６％�

４級�
係長・主査�
２９．３％�

５級　課長補佐�
２．０％�

６級　主幹�
４．１％�

７級�
課長・副参事�
５．９％�

８級　部長�
２．７％�

級別職員と割合

〈表２〉人件費の状況（２００６年度普通会計決算）

（参考）２００５年
度の人件費率

人件費率
（Ｂ／Ａ）人件費（Ｂ）実質収支歳出総額（Ａ）住民基本台帳

人　　　　口

２０．１％２０．０％２２７億６，００２万円２１億２，３１１万円１，１３７億７，５８１万円（２００７年　　　３月３１日現在）
４０８，５３５人

（注）①人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・
手当などの経費の合計です。②普通会計とは、一般会計をもとに特別会計と調整し
て得られる統計上の会計です。

〈表３〉職員給与費の状況（２００７年度普通会計予算）

給　　　　　与　　　　　費

計その他の手当期末・勤勉手当給　　　料

１６７億４０万円３０億５，０５５万円４２億４，１１３万円９４億８７２万円

（注）①給与費は、人件費から議員報酬、社会保険料の事業主負担分である共済費、退職
手当などを除いたものです。②「その他の手当」のうち主なものは、扶養手当２億
９，９５２万円、地域手当１２億８，４７２万円、時間外勤務手当７億６，９４０万円などです。

〈表４〉初任給の状況　　　　　　　　　　　　（２００７年４月１日現在）
国東　　　京　　　都町　　　田　　　市

区　分
初任給初任給初任給

Ⅰ種　　１７９，２００円
Ⅱ種　　１７０，２００円１７９，２００円１７９，２００円大学卒

１３８，４００円１４２，７００円１４２，７００円高校卒

〈表５〉平均給料月額などの状況　　　　　　　（２００７年４月１日現在）

技　能　労　務　職一　般　行　政　職
区　分

平均年齢平均給料月額平均年齢平均給料月額

４７．９歳３７２，１０３円４３．１０歳３６５，６９９円町田市

４７．０歳３３０，７３２円４３．７歳３５７，４１４円東京都

一般行政職�

平均給料月額�

町田市�
東京都�技能労務職�

２００，０００円�２５０，０００円�３００，０００円�３５０，０００円�４００，０００円�

（注）経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は ､その在職年数をいい ､そ
の他の職員については、それぞれ前歴等の年数を一定の基準により在職年数として
換算し、あわせて市職員に採用後の在職年数を加算したものです。

〈表６〉経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２００７年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　　分

３８３，２８３円３３５，６２４円２７２，８１２円大　学　卒
一 般 行 政 職

３３２，２３３円２８５，６６７円２２９，７５０円高　校　卒

３０６，６００円２７１，３００円２３２，１００円全　学　歴技 能 労 務 職

４００，０００円�
３５０，０００円�
３００，０００円�
２５０，０００円�
２００，０００円�

経験年数�

一般行政職（大学卒）�

一般行政職（高校卒）�

技能労務職（全学歴）�

１０年� １５年� ２０年�

平
均
給
料
月
額�

〈表７〉昇給期間短縮の状況

教　育
公務員

技　能
労務職医療職福祉職税務職一　般

行政職合計区　　　　分

３人４７０人５５２人１４８人１６４人１，４８６人２，８２３人職員数　　　　　（Ａ）

２００６年度 ０人１８９人１６３人 ４４人 ６９人　６０６人１，０７１人
普通昇給期間（１２月～
２４月）を短縮して昇給
した職員数（Ｂ）

０．０%４０．２％２９．５％２９．７％４２．１％４０．８％３７．９％比率　　　　（Ｂ／Ａ）

３人５０３人５２１人１５０人 １６７人１，４９９人２，８４３人職員数　　　　　（Ａ）

２００５年度 ０人１７６人１２１人 ５４人　５９人　５３１人　９４１人
普通昇給期間（１２月～
２４月）を短縮して昇給
した職員数（Ｂ）

０．０%３５．０％２３．２％３６．０％３５．３％３５．４％３３．１％比率　　　　（Ｂ／Ａ）

（注）職員数は翌年度４月１日現在です ｡

〈表８〉期末・勤勉手当の状況

（注）①東京都及び国については、一般職員の例です。②（　）内は、再任用職員に係る
支給割合です。

国東　　　京　　　都町　　　田　　　市区　　　分

勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当２００６年度支給率

０．７２５月分
（０．３５月分）

１．４０月分
（０．７５月分）

０．４７５月分
（０．２７５月分）

１．６０月分
（０．７５月分）

０．６０月分
（０．３０月分）

１．３０月分
（０．６５月分）

２００６年６月期　

０．７２５月分
（０．４０月分）

１．６０月分
（０．８５月分）

０．４７５月分
（０．２７５月分）

１．６５月分
（０．９５月分）

０．５５月分
（０．３５月分）

１．５５月分
（０．８０月分）

２００６年１２月期　

　―　月分　―　月分
　―　月分

　―　月分０．２５月分
（０．１０月分）

　―　月分０．４１月分
（０．２１月分）

２００７年３月期　

１．４５月分
（０．７５月分）

３．００月分
（１．６０月分）

０．９５月分
（０．５５月分）

３．５０月分
（１．８０月分）

１．１５月分
（０．６５月分）

３．２６月分
（１．６６月分）

計

０．７２５月分
（０．３５月分）

１．４０月分
（０．７５月分）

０．４７５月分
（０．２７５月分）

１．６０月分
（０．７５月分）

０．６０月分
（０．３０月分）

１．３０月分
（０．６５月分）

２００７年６月期　

有有有職務段階による加算

〈表９〉退職手当の状況　　　　　　　　　　　（２００７年４月１日現在）

国東　　　京　　　都町　　　田　　　市区　　　分

勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合

３０．５５月分２３．５０月分３３．５０月分２４．２５月分３４．５０月分２４．２５月分勤続２０年

４１．３４月分３３．５０月分４３．５０月分３２．５０月分４５．９０月分３２．５０月分勤続２５年

５９．２８月分４７．５０月分５９．２０月分４９．７５月分５９．２０月分４９．７５月分勤続３５年

５９．２８月分５９．２８月分５９．２０月分５０．００月分５９．２０月分５０．００月分最高限度

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）加算措置

（注）町田市の退職手当の支給率については、２００９年度に東京都の支給率と同じになりま
す。
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〈図２〉給与の種類とその内容

給
　
　
与�

給料表に定める額�給　　　料�

配偶者１３，５００円、その他の親族８，５００円�扶 養 手 当 �
民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給�
される手当で給料、扶養手当、管理職手当の合計額の１３％�地 域 手 当 �

１５,７００円を限度に支給�住 居 手 当 �

交通機関利用者（電車、バス等）→運賃相当額�
通 勤 手 当 �

管理職手当など�そ　の　他�

危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合に支給�特殊勤務手当�

時間外勤務手当など�そ　の　他�

賞与に相当する手当�期末・勤勉手当�

退職のとき支給される一時金�退 職 手 当 �

毎月きまって�
支給されるもの�

勤務した実績に�
応じて支給され�
るもの�

臨時に支給され�
るもの�

交通用具使用者（車、自転車等）→通勤距離に応じて支給�

※市長、副市長、収入役については条例の定めにより退職手当及び扶養手当が支給され
ます。
※東京都及び国の給与等については東京都から通知のあった数値を使っ
ています ｡

〈表１０〉特別職の報酬等の状況

期　末　手　当報酬等の月額
（２００７年４月１日現在）区　　　　分

１．９０月分
２．０５月分
０．４５月分
４．４０月分

（２００６年度支給率）
２００６年６月期
２００６年１２月期
２００７年３月期

計　　　

（給料）
１，０６０，０００円
　９００，０００円
　８１０，０００円

市　　　　　長
副　　市　　長
収　　入　　役

２．２０月分
２．５０月分
０．５０月分
５．２０月分 

（２００６年度支給率）
２００６年６月期
２００６年１２月期
２００７年３月期

計　　　

（報酬）
　６４０，０００円
　５８０，０００円
　５５０，０００円

議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

2006年度人事行政の
運営等の状況の公表

　町田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づ
き、２００６年度の人事行政の運営等の状況について公表します。

□問 職員課11７２２・３１１１（内線２２８１）

件　　数項　　目

０件勤務条件に関する措置
の要求

０件不利益処分についての
不服申立て

１件苦情処理

８　公平委員会の業務の状況
　公平委員会は、職員の勤務条件に関す
る措置の要求や不利益処分の審査など、
職員の権利利益の保護のため処分庁とは
異なる第三者機関・中立機関として設け
られています。 
　２００６年度における東京都市公平委員会
の町田市に係る業務状況報告は、次のと
おりです。

７　職員の福祉及び利益の保護
の状況

（１）職員の保健に関する事項
　　　　　　　　　　　（２００６年度）

①主な健康診断の実施状況

人　　数種　　類

２，８０２人定期健康診断

　３３２人胃検診

１，６４３人大腸検診

②健康相談の実施状況

延人数相談者

　６９８人医　　師

　１１１人カウンセラー

　６９５人栄養士・保健師

件　　数種　　類

３７件公務災害

 ７件通勤災害

（２）公務災害及び通勤災害の認定件数
　　　　　　　　　　　（２００６年度）

　職員の健康の保持増進のため健康診断
やそのフォロー等のため健康相談を実施
しています。

２，９５７人
（２００６年４月１日現在）会員数

給付事業（慶弔費等）

事業
内容

健康体育事業
（スポーツ大会等）

文化教養事業（文化祭等）

福利厚生事業
（人間ドック利用補助等）

（３）町田市職員互助会に関する事項

　地方公務員法第４２条の規定に基づき、
市の条例により「町田市職員互助会」を
設置し、職員の健康増進、その他厚生に
関する事業を行っています。事業は、会
員の会費（給料月額の５／１０００：２００６年
度）と市の交付金（給料月額の４／１０００
：２００６年度）で運営されています。

１　職員の任免及び職員数に関する状況
（１）任免の状況

２００６年度２００７年度
２,８４３人２,８２３人常勤職員
　 ６５人　 ７１人再任用職員

（２）職員数に関する状況（各年度４月１日現在）

　２００６年度における新規採用者数並びに職種別及び事由別退職者数は、次のとおりです。

　職員数には、東京都から地方自治法に
より町田市に派遣されている職員及び公
益法人派遣法により派遣している職員並
びに市費負担の指導主事等を含み、南多
摩斎場組合などの一部事務組合への派遣
者などは除いています。

　退職は、定年は６０歳、勧奨は一定の年
齢又は勤続年数以上の者に希望を募り、
それに応じて、定年前の早期退職、普通
は、自己都合などによる退職

①職種別採用者数（合計１０９人）�一般事務�
３６人�

一般技術�
２人�

医師・歯科医師�
３０人�

看護師�
３６人�保健師�

１人�

医療技術職�
４人�

③事由別退職者数（合計１３９人）�

定年退職�
６５人�

普通退職�
５１人�

勧奨退職�
２３人�

②職種別退職者数（１３９人）�
一般事務�
４６人�

看護師�
２０人�

一般技術�
１２人�
技能労務職�
３４人�

医療技術職�
２人�

保健師２人�

医師・歯科�
医師１７人�保育士�

６人�

２　職員の給与の状況
（１）職員給与費の状況（２００６年度決算額）　　（職員数は、２００６年４月１日現在）

　職員手当（地域手当、管理職手当、扶養手当など）には、退職手当は、含みません。

一人当たりの
給与費

（Ｂ）／（Ａ）
計（Ｂ）期末・勤勉

手当職員手当給　料職員数
（Ａ）区　分

７６５万円１３９億１，６０６万円３５億２，４９９万円２５億７，９１３万円７８億１，１９４万円１，８１９人一般事務・
一般技術職

６５５万円 ２９億６，０２０万円６億９，０８８万円６億５，１７３万円１６億１，７５９万円　４５２人医　療　職
（医師等を除く）

７６７万円 ３８億５，５５１万円９億９，０７２万円６億３，７１１万円２２億２，７６８万円　５０３人技能労務職

（２）休暇制度の概要

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

休憩時間・休息時間勤　務　時　間
終業時刻始業時刻勤務時間

１２時１５分から４５分間の休憩時間及び概ね４
時間の勤務時間ごとに１５分間の休息時間午後５時１５分午前８時３０分週４０時間

（１）勤務時間・休憩時間・休息時間の状況
　職員の勤務時間については、条例等により次のように定めています。ただし、業務
上必要があると認める場合などは、異なる勤務時間が割り振られることがあります。

　職員に付与される年次休暇は、年２０日となっています。
　年次休暇以外の休暇等については、次のようなものがあります。

（３）病気休暇・介護休暇・育児休業等の状況（２００６年度）
育児休業介護休暇病気休暇 男女

１人９４人２人１７２人

付与日数、期間等種　　　　類
必要な時間公民権の行使
必要な日数骨髄移植休暇
１の年度に５日までボランティア休暇
配偶者１０日、父母、子７日、祖父母、兄弟姉妹３日、おじおば２日等忌　　引
連続する７日以内（週休日等を含む。）結婚休暇
連続する２日の範囲内生理休暇
妊娠２３週までは４週に１回、妊娠２４週から３５週までは２週に１回、妊娠
３６週から出産までは１週に１回、産後１年以内医師等が指示する回数母子保健健診休暇

２回まで合計１０日妊娠症状対応休暇
産前産後を通じ１６週間（多胎妊娠の場合は２４週間）の範囲内産前産後の休暇
出産前後３週間以内２日出産介護休暇
９歳に達した後、最初の３月３１日まで　１の年度に５日以内子どもの看護休暇
勤続１０年、２０年は３日、３０年は４日リフレッシュ休暇
年１回、２日以内人間ドック休暇
５日夏季休暇
介護休暇の初日から２年間に限り３回まで　通算１８０日介護休暇
疾病または負傷のため療養する必要があり、勤務をしないこと
がやむを得ないと認めるとき（９０日の範囲内）病気休暇

６　職員の研修及び勤務成績の
　　評定の状況（２００６年度）

　常に時代のニーズを正確にとらえる視点
を持ち、高い専門的知識と人間性豊かな判
断力・行動力をもって課題に取り組み、市
民の納得・共感・信頼を得る行政のプロフ
ェッショナルを育成するため、職員に対す
る研修を計画的に実施しています。

備　　考修了者数研修の
種類

職層研修・実務・
専門研修等１，７９７人

独自研修
自動対外式除細動器
（ＡＥＤ）講習受講者

うち 　
　２０６人

東京都市町村研修所
・東京都職員研修所
・大学院等へ派遣

　７６７人派遣研修

人　　数種　類
１１２人条件付採用
３９６人昇　　任
６９０人特別昇給

（２）勤務評定の実施状況
　職員の勤務評定は、条件付採用期間
（採用の日から６か月間）の職員が正式
採用になるための判定、主任、係長、管
理職選考等の合否の判定並びに昇給の短
縮措置（特別昇給）の判定などの際に、
職務業績、職務遂行能力、職務態度等に
ついて実施しています。

（１）職員の研修の状況

件　　数種　　類
３８件営利企業等の従事許可

５　職員の服務の状況
（２００６年度）

　職員は、全体の奉仕者であり、職務専
念義務を負うことから、任命権者の許可
がある場合を除いて、営利を目的とする
私企業等への従事は禁止されています。

４　職員の分限及び懲戒処分の状況
（２００６年度）

件　　数種　　類
０件免　　職
１件停　　職
２件減　　給
２件戒　　告

（２）懲戒処分

件　　数種　　類
１４０件病気休職
０件刑事休職

（１）分限処分

　分限処分とは、公務の能率の維持並び
に適正な運営の確保という観点から行わ
れる処分で地方公務員法第２８条に規定さ
れているものです。 
　懲戒処分とは、職員の非違行為に対し
て、職場の秩序維持・回復することを目
的として行われる処分で地方公務員法第
２９条に規定されているものです。 
　なお、昭和５１年に公金（年金含む）着服
（全額返済、依願退職。懲戒処分及び刑
事告発なし）及び昭和６０年に公金（年金
含む）着服（全額返済、懲戒免職、刑事
告発（市議会議員による））がありました。


